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（
１
）不
法
投
棄
と
は
？

　
山
や
川
、
公
園
、
道
路
、
田
畑
な
ど
、

あ
ら
ゆ
る
土
地
に
廃
棄
物
を
捨
て
る
こ

と
を
「
不
法
投
棄
」
と
呼
び
ま
す
。

　
不
法
投
棄
は
、
環
境
汚
染
を
引
き
起
こ

す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
捨
て
た
者
の
特

定
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
廃
棄
物
の
撤
去

に
高
額
な
費
用
が
か
か
る
こ
と
、
投
棄
さ

れ
た
周
辺
に
新
た
に
投
棄
さ
れ
拡
大
し
て

い
く
こ
と
な
ど
、
地
域
住
民
や
自
治
体
に

と
っ
て
も
大
き
な
問
題
で
す
。

（
２
）県
内
の
不
法
投
棄
の
現
状

　
県
で
は
、
県
内
の
産
業
廃
棄
物
（
事

業
活
動
に
伴
っ
て
排
出
さ
れ
る
廃
棄
物
）

や
一
般
廃
棄
物（
家
庭
ご
み
や
廃
家
電
等
）

の
不
法
投
棄
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
、

毎
年
、
１
カ
所
で
１
ト
ン
以
上
の
不
法

投
棄
の
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
平
成
28

年
度
の
調
査
結
果
を
一
部
紹
介
し
ま
す
。

○
平
成
28
年
度
の
不
法
投
棄
件
数

　
平
成
28
年
度
に
把
握
し
た
県
内
の

不
法
投
棄
件
数
は
1
1
7
件

（
1
7
9
6
ト
ン
）で
、
そ
の
う
ち
、

９
件（
1
7
4
ト
ン
）が
平
成
29
年
３

月
末
ま
で
に
撤
去
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
不
法
投
棄
件
数
は
平
成
11

年
度
を
ピ
ー
ク
に
減
少
傾
向
に
あ
り

ま
し
た
が
、
平
成
19
年
度
以
降
は
増

加
傾
向
と
な
っ
て
い
ま
す
。

○
平
成
28
年
度
の
不
法
投
棄
物
の
内
訳

　
不
法
投
棄
物
の
内
訳
は
、
産
業
廃
棄

物
9
2
0
ト
ン（
51
･
2
％
）、
一
般

廃
棄
物
8
7
6
ト
ン（
48
･
8
%
）と

な
っ
て
お
り
、
投
棄
場
所
は
原
野
、

森
林
・
山
林
等
、
農
地
等
が
約
５
割

を
占
め
、
人
目
に
つ
き
に
く
い
場
所

で
投
棄
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
３
）不
法
投
棄
に
対
す
る
罰
則

　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

法
律
で
は
、
不
法
投
棄
に
対
し
て
厳
し

い
罰
則
を
設
け
て
お
り
、
不
法
投
棄
を

行
っ
た
個
人
に
は
、
５
年
以
下
の
懲
役

も
し
く
は
1
0
0
0
万
円
以
下
の
罰
金
、

ま
た
、
法
人
に
は
３
億
円
以
下
の
罰
金

が
課
せ
ら
れ
ま
す
。

（
１
）
県
の
不
法
投
棄
対
策

　
県
で
は
、
不
法
投
棄
物
の
早
期
発
見
、

未
然
防
止
す
る
た
め
、
次
の
よ
う
な
活

動
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

● 

県
職
員
及
び

不
法
投
棄
監
視
パ
ト
ロ
ー
ル
員（
委
託
）

に
よ
る
パ
ト
ロ
ー
ル

● 

投
棄
さ
れ
や
す
い
場
所
へ
の

監
視
カ
メ
ラ
の
設
置

● 

各
市
町
村
な
ど
関
係
機
関
と
連
携
し
、

不
法
投
棄
防
止
に
関
す
る

合
同
パ
ト
ロ
ー
ル
の
実
施

● 

産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
へ
の
監
視
指
導

● 

排
出
事
業
者
に
対
す
る
監
視
指
導

● 

県
警
退
職
者
を
不
法
投
棄
等
の

監
視
員
と
し
て
配
置

● 

不
法
投
棄
防
止
、
適
正
処
理
推
進
の

周
知
広
報

（
２
）
県
民
の
不
法
投
棄
対
策

　
不
法
投
棄
さ
れ
る
と
土
地
の
資
産
価

値
を
低
下
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
投
棄

者
が
不
明
の
場
合
は
土
地
の
所
有
者
（
管

理
者
）
が
自
ら
の
責
任
で
ご
み
を
撤
去

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
不
法
投
棄

の
未
然
防
止
の
た
め
、
所
有
す
る
土
地

は
適
正
に
管
理
し
ま
し
ょ
う
。

　
　
　

不
法
投
棄
さ
れ
な
い
環
境
を

つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

　
不
法
投
棄
を
な
く
す
に
は
、
不
法
投

棄
で
き
な
い
環
境
づ
く
り
が
重
要
で
す
。

不
法
投
棄
さ
れ
な
い
よ
う
土
地
の
所
有

者
（
管
理
者
）
は
、
土
地
に
囲
い
や
扉

を
設
け
て
き
ち
ん
と
施
錠
す
る
こ
と
や

定
期
的
に
草
刈
り
を
行
っ
た
り
、
看
板

を
設
置
す
る
な
ど
土
地
を
適
正
に
管
理

し
ま
し
ょ
う
。

（
１
）
不
適
正
処
理
と
は
？

　
廃
棄
物
の
運
搬
、
保
管
、
破
砕
、
焼

却
な
ど
を
行
う
こ
と
を「
処
理
」と
呼
び
、

廃
棄
物
処
理
法
で
は
、
そ
の
基
準
が
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
処
理
基
準
に
適
合

し
な
い
処
理
を
「
不
適
正
処
理
」
と
呼

び
ま
す
。

（
２
）
県
内
の
不
適
正
処
理
の
状
況

　
県
は
保
健
所
の
職
員
が
廃
棄
物
処
理

施
設
な
ど
を
定
期
的
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、

不
適
正
処
理
が
あ
っ
た
場
合
に
は
事
業

者
に
対
し
て
改
善
指
導
を
行
っ
て
い
ま

す
。
毎
年
、
不
適
正
処
理
又
は
一
部
改

善
が
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
指
導
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
廃
タ
イ
ヤ
や
燃
え
殻
が
長
期
間

野
積
み
（
保
管
基
準
違
反
）
さ
れ
た
悪

質
な
不
適
正
処
理
事
案
２
件
に
つ
い
て
、

県
は
行
政
代
執
行
に
よ
り
撤
去
・
処
理

を
行
い
ま
し
た
。

　
廃
棄
物
の
不
適
正
処
理
や
不
法
投
棄

は
、
周
辺
の
生
活
環
境
に
影
響
を
与
え

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

場
合
、
生
活
環
境
へ
の
影
響
を
防
ぐ
た

め
、
県
は
行
為
者
に
廃
棄
物
を
適
切
に

処
理
等
す
る
よ
う
命
じ
ま
す
が
、
行
為

者
が
応
じ
な
い
場
合
、
県
知
事
が
代
わ

り
に
処
理
を
行
い
、
要
し
た
費
用
を
行

為
者
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
県
で
は
、
平
成
29
年
度
に
２
件
の
行

政
代
執
行
を
実
施
し
、
不
適
正
に
放
置

さ
れ
た
廃
棄
物
を
撤
去
し
て
お
り
、
そ

の
う
ち
１
件
は
平
成
29
年
度
中
に
全
量

撤
去
し
ま
し
た
。
残
る
１
件
に
つ
い
て

も
、
引
き
続
き
行
政
代
執
行
に
よ
り
、
撤

去
・
処
理
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　
行
政
代
執
行
は
、
廃
棄
物
を
適
正
に
処

理
す
る
べ
き
義
務
を
持
つ
者
に
代
わ
っ
て

行
政
機
関
が
処
理
を
行
う
も
の
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
処
理
に
要
し
た
費
用
は
、

行
為
者
な
ど
本
来
の
処
理
義
務
を
持
つ

者
に
対
し
て
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
産
業
廃
棄
物
の
不
適
正
処
理
の
未
然

防
止
の
た
め
、
産
業
廃
棄
物
の
排
出
事

業
者
が
自
社
の
産
業
廃
棄
物
の
処
理
を

他
人
（
収
集
運
搬
業
者
、
処
分
業
者
）

に
委
託
す
る
場
合
に
は
３
つ
の
義
務
が

課
せ
ら
れ
ま
す
。

　
産
業
廃
棄
物
の
排
出
事
業
者
の
皆
様

に
は
、
３
つ
の
義
務
の
遵
守
を
お
願
い

し
ま
す
。

● 

収
集
運
搬
業
者
及
び
処
分
業
者
そ
れ

ぞ
れ
と
書
面
で
委
託
契
約
を
締
結
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

● 

産
業
廃
棄
物
管
理
票
（
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
）
を
交
付
し
、処
理
の
流
れ
を
把
握
・

管
理
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

● 

委
託
先
の
産
業
廃
棄
物
処
理
状
況
を

確
認
し
、
最
終
処
分
ま
で
適
正
に
行

わ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
・
不
適
正
処
理

は
芽
が
小
さ
い
う
ち
に
問
題
を
摘
み
取

る
こ
と
が
重
要
で
す
。
お
か
し
い
と
感

じ
た
ら
早
め
に
各
保
健
所
又
は
県
環
境

整
備
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
県
内
の
排
出
事
業
者
向
け
に
、
産
業

廃
棄
物
の
適
正
処
理
を
推
進
す
る
た
め
、

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
、
県
環
境
整
備
課
又

は
各
保
健
所
の
環
境
担
当
窓
口
で
配
布

し
て
い
ま
す
。

廃棄物の不法投棄や不適正処理は、私たちの生活環境に影響を及ぼすだけでなく、
自然や景観を損ね、観光振興にも影響を与えかねない問題です。
廃棄物の不法投棄、不適正処理をなくし、県民みんなで美ら島沖縄を作りましょう。

なくそう不法投棄
廃棄物を適正に処理し、
美ら島沖縄を次世代へ 

※
一
般
廃
棄
物
（
家
庭
ご
み
、
テ
レ
ビ
、
冷
蔵
庫
、
洗
濯
機
な
ど
）

　の
不
法
投
棄
に
つ
い
て
は
、
各
市
町
村
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
現
に
不
法
投
棄
を
行
っ
て
い
る
現
場
を
目
撃
し
た
場
合
な
ど
、

　緊
急
を
要
す
る
場
合
に
は
、
警
察
に
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。
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那覇市

撤去前
の状況

撤去後
の状況

件数

年度

※平成17年度以前は、撤去件数が未調査。
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